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  ・町役場　　　  ☎ 27-2111
  ・町民会館　　  ☎ 27-2121
  ・図書館　　　  ☎ 27-6166
  ・町保健福祉センター

　保健福祉課  ☎ 27-6511
　長寿支援課  ☎ 20-7433

  ・上下水道課　  ☎ 27-5141
（上水道管理棟）

  ・診療所　　　  ☎ 27-1234

お問い合わせ先

SEIRO TOWN INFORMATION　●ホームページアドレス　https://www.town.seiro.niigata.jp

2025 ４４ April

日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

きれいな海や川を未来へ引き継ぐために
下水道未接続世帯の皆さまへ、下水道への接続をお願いします

　公共下水道が使える地域（供用区域）となった場合、次のことが義務付けられ
ます。
・浄化槽は、遅滞なく廃止し公共下水道へ接続する。
・台所・風呂場・洗面所などの排水は遅滞なく公共下水道へ接続する。
・汲取り式のトイレは水洗トイレに改造し公共下水道へ接続する。
　　　　　　　　　　（下水道法第10条１項・第11条の３、聖籠町下水道条例第４条）

　下水道は皆さんに接続していただいて初めて効果が表れます。現在、水洗
便所や合併浄化槽を使用している場合は、生活環境の向上、河川などの水質
保全のためにも、公共下水道への接続についてご理解をいただき、早めの接
続をお願いします。
　また、接続をお考えの方は、「聖籠町暮らし応援事業」（６月30日（月）募集
締切）により下水道接続費用の一部について補助を受けられる場合がありま
す。事業の詳細につきましては、町ホームページまたは、全戸配布されたチ
ラシをご覧ください。

お問い合わせ　上下水道課（上水道管理棟）　☎27-5141

家賃など 入居条件 専有面積など 場所

家賃
3.6万円/月

共益費�800円/月
駐車場１区画

3,675円/月
敷金� 7.2万円

・住むところに困っている
・市町村税の滞納がない
・確実な連帯保証人がいる

65.04㎡
（含バルコニー）
３ＤＫ
ＲＣ５階建
※エレベーターなし

聖籠町
大字二本松
1997番地

○畳からフローリングにリフォームした部屋もあります。
　リフォーム後の写真は、聖籠町ホームページでご覧になれます。
　�エアコン、ガスコンロ、照明、湯沸器を町負担で設置することができますので、
　ご希望の方は入居申込みの際にお申し付けください。
（有）ヒグチ不動産　☎27-3277　聖籠町大字藤寄2977番地３
　または　役場ふるさと整備課☎27-2111（内線235）

町営住宅東山団地　入居者募集 入居申込書や添付書類など、詳しい手続きについては、
お問い合わせください。
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日時　 場所（会場）　 内容　 対象　 申し込み　 問い合わせ　 その他

2025.4　お知らせ号
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ま
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付
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日
頃
か
ら
広
報
せ
い
ろ
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を
ご

愛
読
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　
町
で
は
、
町
出
身
の
方
で
町
外

に
お
住
ま
い
の
方
や
近
隣
市
町
村

の
方
に
聖
籠
町
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送
り
た
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い
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要
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応
え
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た
め
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広
報
せ
い
ろ
う
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有
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送
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を
行
っ
て
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ま
す
。
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望
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れ
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場
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公
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皆
さ
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利
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管
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20
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以
上
で
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じ
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関
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あ
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人
ま
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あ
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を
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４
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（
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４
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30
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納
付
に
は
確
実
で
納
め
忘

れ
の
な
い
口
座
振
替
を
お
勧

め
し
ま
す
。
お
申
し
込
み
手

続
き
は
通
帳
、
届
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を
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、
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融
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。
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翌
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に
な
り
ま
す
。


